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穂
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提
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よ
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す
る
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一
に
つ
い
て 

 
 

「
避
難
勧
告
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
三
十
一
年
三
月
内
閣
府
（
防
災
担
当
）
）
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の

「
洪
水
時
の
自
動
車
で
の
避
難
」
に
つ
い
て
明
記
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
及
び
同
年
台

風
第
二
十
一
号
に
お
い
て
自
動
車
に
よ
る
移
動
の
途
中
で
多
数
の
方
が
亡
く
な
ら
れ
て
お
り
、
中
央
防
災
会
議
防
災
対
策
実

行
会
議
に
設
置
さ
れ
た
「
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
等
に
よ
る
災
害
か
ら
の
避
難
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
に
お

い
て
、
洪
水
等
に
よ
る
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
避
難
行
動
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
必
要
な

検
討
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

 
 

ま
た
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
自
動
車
の
使
用
者
に
対
し
、
自
動
車
の
安
全
な
使
用
に
関
す
る
注
意
喚
起
を
行
う
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
報
道
発
表
を
通
じ
て
、
緊
急
脱
出
用
ハ
ン
マ
ー
の
使
用
方
法
を
含
め
、
自
動
車
が
水
中
に
転
落
し
た
と
き

の
脱
出
の
方
法
を
周
知
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

自
動
車
が
水
中
に
転
落
し
た
場
合
に
お
い
て
、
緊
急
脱
出
用
ハ
ン
マ
ー
等
の
自
動
車
か
ら
脱
出
す
る
た
め
の
装
置
は
、
運



 

２ 

 

転
者
及
び
同
乗
者
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
有
用
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
該
装
置
を
用
い
な
い
脱

出
の
方
法
も
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
仮
に
当
該
装
置
に
つ
い
て
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第

四
十
六
条
に
規
定
す
る
保
安
基
準
の
対
象
装
置
に
追
加
し
た
上
で
装
備
義
務
を
課
し
た
場
合
、
当
該
基
準
に
適
合
す
る
当
該

装
置
を
備
え
て
い
な
い
自
動
車
は
運
行
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
ま
ず
は
、
自
動
車
の

使
用
者
に
対
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
通
じ
て
、
当
該
装
置
の
有
用
性
及
び
使
用
方
法
を
含
め
、
自
動
車
が
水
中
に
転
落
し

た
と
き
の
脱
出
の
方
法
に
つ
い
て
周
知
徹
底
し
て
ま
い
り
た
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
各
自
治
体
の
水
害
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
に
つ
い
て
は
、
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第

十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
民
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
浸
水
想
定
区
域

を
そ
の
区
域
に
含
む
各
市
区
町
村
が
作
成
し
公
表
し
て
お
り
、
ま
た
、
国
、
地
方
公
共
団
体
等
が
管
理
す
る
道
路
の
冠
水
想

定
箇
所
に
つ
い
て
は
、
洪
水
浸
水
想
定
区
域
と
併
せ
て
国
土
交
通
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
周
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

引
き
続
き
、
適
切
な
情
報
提
供
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 


